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(57)【要約】
【課題】　特に穿刺術に使用される超音波探触子であっ
て、超音波探触子の中央位置が容易に確認できるため、
体表面へのマーキング位置が正確であり、また、超音波
画像において穿刺位置等を容易に確認することができる
超音波探触子および超音波診断装置を提供する
【解決手段】　超音波探触子１３の長手方向の中央部下
方の外側面には、中央指示部としてのセンターマーク１
９が設けられる。センターマーク１９は、触感による認
識を容易にするために、外面に凸または凹型である。表
示部７には補助画像の表示切り替えボタンが設けられる
。探触子表示ボタン３３、グリッド表示ボタン３５、穿
刺針表示ボタン３７が超音波画像３１の側方に表示され
、マウス等の操作によって切り替えを行うことができる
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子であって、
　超音波を送受信する配列振動子と、
　前記超音波探触子の外面に設けられ、前記配列振動子の長手方向の略中央の位置を示す
中央指示部と、
　を具備することを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】
　前記中央指示部の両側には、前記配列振動子の長手方向に沿って目盛が設けられること
を特徴とする請求項１記載の超音波探触子。
【請求項３】
　超音波を送受信する配列振動子と、超音波探触子の外面に設けられ、前記配列振動子の
長手方向の略中央の位置を示す中央指示部と、を有する超音波探触子と、
　前記超音波探触子に超音波を送受信させ、前記超音波探触子によって受信された超音波
信号を処理する超音波送受信部と、
　前記超音波送受信部により処理された超音波信号から超音波画像を構成する超音波画像
構成部と、
　前記超音波画像を表示する画像表示部と、
　超音波診断装置を制御する制御部と、
　を具備し、
　前記制御部は、前記超音波画像に対し、前記中央指示部に対応する位置が視認可能な補
助画像を合成し、前記画像表示部に表示することが可能であることを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項４】
　前記補助画像には、前記中央指示部の位置が認識可能な前記探触子の一部の画像が含ま
れることを特徴とする請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記補助画像には、前記中央指示部の位置が認識可能なグリッド線が含まれることを特
徴とする請求項３または請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記グリッド線は一定間隔に表示され、前記グリッド線には数値目盛が設けられること
を特徴とする請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記探触子は穿刺針保持部を更に有し、
　前記補助画像には、前記穿刺針の挿入方向を視認可能な穿刺針挿入方向線が含まれるこ
とを特徴とする請求項３から請求項６のいずれかに記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を被検体に送信し、反射波から被検体の断層画像を得ることが可能な
超音波探触子および超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体の超音波診断を行う際には、超音波を被検体に送信する超音波探触子が用
いられ、超音波探触子を被検体に接触させ、反射波を受信することで、被検体の断層画像
である超音波画像を得ることができる。このようにして得られた超音波画像を確認しなが
ら、例えば、穿刺針を被検体に挿入し、患部の細胞を採取したり薬剤を注入する穿刺術が
行われる場合がある。
【０００３】
　このように特に穿刺術に用いられる超音波診断装置としては、例えば超音波探触子の側
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方に穿刺針の保持部を設け、保持部が穿刺針の挿入方向に移動可能とした超音波診断装置
がある（特許文献１）。
【０００４】
　また、超音波探触子本体に被検体と接触する接触部が設けられ、被検体の体表面に痕跡
を残すことが可能な超音波探触子がある（特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－８７２６４号公報
【特許文献２】特開２００１－１３７２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１のような超音波診断装置では、患部の位置を超音波画像によってモ
ニタしながら穿刺位置を決定し、穿刺前に体表面に穿刺位置などの目印となるようなマー
キングを施す必要があるが、画像における患部位置とマーキング位置との相対位置が分か
りにくく、穿刺を正確に行うことが困難であるという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２のような超音波探触子では、超音波探触子に設けられた穿刺位置に対
応する位置に接触部が設けられるため、体表面へのマーキングは容易であるが、特許文献
１と同様に、画像における患部位置とマーキング位置との相対位置が分かりにくく、穿刺
を正確に行うことが困難であるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、特に穿刺術に使用される超音波探
触子であって、超音波探触子の中央位置が容易に確認できるため、体表面へのマーキング
位置が正確であり、また、超音波画像において穿刺位置等を容易に確認することができる
超音波探触子および超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するため、第１の発明は、被検体に超音波を送受信する超音波探触
子であって、超音波を送受信する配列振動子と、前記超音波探触子の外面に設けられ、前
記配列振動子の長手方向の略中央の位置を示す中央指示部と、を具備することを特徴とす
る超音波探触子である。
【００１０】
　前記中央指示部の両側には、前記配列振動子の長手方向に沿って目盛が設けられてもよ
い。
【００１１】
　第１の発明によれば、超音波探触子に設けられた配列振動子の長手方向中央位置の外面
に、中央指示部が設けられるため、超音波探触子長手方向の中央位置が容易に判断でき、
このため穿刺位置などのマーキングが容易である。
【００１２】
　また、中央指示部の両側に目盛りを設けることで、超音波探触子の中央位置のみではな
く、中央位置から所定距離の位置も容易に把握することができる。
【００１３】
　第２の発明は、超音波を送受信する配列振動子と、超音波探触子の外面に設けられ、前
記配列振動子の長手方向の略中央の位置を示す中央指示部と、を有する超音波探触子と、
前記超音波探触子に超音波を送受信させ、前記超音波探触子によって受信された超音波信
号を処理する超音波送受信部と、前記超音波送受信部により処理された超音波信号から超
音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記超音波画像を表示する画像表示部と、超音
波診断装置を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記超音波画像に対し、前記
中央指示部に対応する位置が視認可能な補助画像を合成し、前記画像表示部に表示するこ
とが可能であることを特徴とする超音波診断装置である。
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【００１４】
　前記補助画像には、前記中央指示部の位置が認識可能な前記探触子の一部の画像が含ま
れてもよい。また、前記補助画像には、前記中央指示部の位置が認識可能なグリッド線が
含まれてもよく、この場合、前記グリッド線は一定間隔に表示され、前記グリッド線には
数値目盛が設けられることが望ましい。
【００１５】
　また、前記探触子は穿刺針保持部を更に有し、前記補助画像には、前記穿刺針の挿入方
向を視認可能な穿刺針挿入方向線が含まれてもよい。
【００１６】
　第２の発明によれば、超音波探触子に設けられた配列振動子の長手方向中央位置の外面
に、中央指示部が設けられるため、超音波探触子の中央位置が容易に判断できるとともに
、超音波画像に中央指示部を表示させることが可能であるため、超音波画像と探触子の中
央指示部の位置との相対関係が視覚的に容易に判断できる。このため、精度よく穿刺を行
うことができる。
【００１７】
　特に、超音波画像に探触子の外観画像の一部を合成すれば、超音波画像において中央指
示部の位置を容易に視認でき、視認性が高い。また、超音波画像に中央指示部の位置に対
応するグリッド線を合成すれば、超音波画像において、各部の位置や大きさの視認性が高
い。また、グリッド線に距離等を表す数値目盛を設ければ、さらに各部の大きさや位置が
把握しやすい。
【００１８】
　また、超音波画像に穿刺針の挿入方向を示す穿刺針挿入方向線を合成すれば、穿刺針を
挿入する前に、穿刺針の挿入経路と患部との位置関係が明確になるため、より精度よく穿
刺を行うことができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、特に穿刺術に使用される超音波探触子であって、超音波探触子の中央
位置が容易に確認できるため、体表面へのマーキング位置が正確であり、また、超音波画
像において穿刺位置等を容易に確認することができる超音波探触子および超音波診断装置
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態にかかる超音波診断装置１について説明する。図１は、超音
波診断装置１を示すブロック図である。
【００２１】
　超音波診断装置１は、主に操作部３、制御部５、表示部７、超音波送受信部９、超音波
画像構成部１１、および超音波探触子１３等から構成される。
【００２２】
　操作部３は、操作者が操作し、制御部５に超音波診断装置１を制御するための各種制御
パラメータ等を入力するインタフェースである。制御部５は、操作部３等からの信号に基
づいて、超音波送受信部９や超音波構成部１１等を制御する。また、図示を省略した記憶
部等から後述する補助画像を読み出し、超音波画像構成部１１により構成された画像と合
成することができる。
【００２３】
　超音波送受信部９は、制御部５の制御に基づいて、ケーブル１５を介して接続された超
音波探触子１３に対して超音波を発生させる信号を送る。超音波探触子１３は、内部に振
動子が設けられ、超音波探触子１３と接触する被検体１５へ超音波を発振し、被検体１５
からの反射波を受信する。超音波探触子１３によって受信された反射波の信号は、超音波
送受信部９によって処理される。
【００２４】
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　超音波画像構成部１１は、超音波送受信部９により処理された信号に基づいて、超音波
画像を構成する。表示部７は、超音波画像構成部１１および制御部によって合成される補
助画像等を表示する。
【００２５】
　次に、超音波探触子１３について説明する。図２は超音波探触子１３を示す斜視図であ
る。超音波探触子１３は、下面が音響放射面１４である。音響放射面１４が被検体と接触
する部位である。音響放射面１４の内部には、図示を省略した振動子が図中矢印Ａ方向（
以後超音波探触子の長手方向とする）に複数個配列されて設けられる。各振動子は、前述
した超音波送受信部９からの信号によって超音波を発生する部位である。すなわち、振動
子が配列された範囲において、被検体の断層画像である超音波画像を得ることができる。
【００２６】
　超音波探触子１３の長手方向の中央部下方（音響放射面１４近傍）の外側面（音響放射
面１４とほぼ垂直な面）には、中央指示部としてのセンターマーク１９が設けられる。セ
ンターマーク１９は、超音波探触子１３の長手方向中央（すなわち、配列振動子の長手方
向の中央）を指示するものである。センターマーク１９は、触感による認識を容易にする
ために、外面に凸または凹型とすることが望ましい。
【００２７】
　なお、センターマーク１９の形態は図２に示す例に限られない。たとえば、センターマ
ーク１９は、丸型、楕円型、逆三角形型などいずれの形状でも良く、また、センターマー
ク１９を縦長にして超音波探触子１３の本体（グリップ部）まで延伸して設けてもよい。
また、超音波探触子１３の外面の他の部位の色と色を変えることで視認性を高めることが
でき、さらに蛍光色とすることで暗い部屋内でも視認性が高まるため望ましい。
【００２８】
　センターマーク１９の両側の音響放射面１４近傍外面には、所定の間隔をあけて目盛２
１が設けられる。目盛２１は例えば１０ｍｍごとに、間隔が容易に把握できることが望ま
しい。
【００２９】
　センターマーク１９が設けられる超音波探触子１３の長手方向の外側面とは垂直な側の
側面には、インデックスマーク１７が設けられる。インデックスマーク１７は配列振動子
が設置された位置の音響放射面１４近傍に設けられ、触感で認識できるように凹形状また
は凸形状で構成される。
【００３０】
　インデックスマーク１７は、配列振動子のＣＨ方向を示すものである。たとえば、配列
振動子のチャンネルは、インデックスマーク１７側から反対側に向かってＣＨ１～ＣＨ１
９６というように配列される。この場合、後述する超音波画像において、例えば、インデ
ックスマーク１７の側が超音波画像の左側に位置するように設定される。
【００３１】
　図３は、超音波探触子１３の使用状態を示す正面図である。超音波探触子１３は、被検
体の体表面２３に音響放射面１４を接触させて使用される。使用者は、超音波探触子１３
を体表面２３上で動かし、対象となる患部位置を探す。たとえば、後述する超音波画像の
中央に患部が来るように、体表面２３上の超音波探触子１３の位置を探す。
【００３２】
　超音波画像において、目的患部が発見されると、例えば、センターマーク１９位置の体
表面２３にマーキング等を行う。このため、超音波画像の中央位置を確実に体表面２３へ
マーキングすることができる。
【００３３】
　穿刺針２７を用いる場合には、穿刺針挿入用のガイド等を用いる。図３においては、超
音波探触子１３に固定部２９を介して固定された保持部２５が設けられる。保持部２５内
には、穿刺針２７を挿入可能な孔が設けられており、穿刺針２７は保持部２５によってガ
イドされ、所定の方向に挿入可能である。なお、穿刺針２７の挿入方法はこれに限られな
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い。超音波探触子１３の本体に直接孔を設けてもよく、または、センターマーク１９によ
るマーキング位置から挿入してもよく、さらに別の方法で穿刺針２７の挿入方向が決定さ
れても良い。
【００３４】
　なお、後述する穿刺針挿入方向線を超音波画像に表示するためには、穿刺針の挿入位置
および挿入方向があらかじめ決定される必要がある。このため、いずれの方法であっても
、超音波探触子１３に対する穿刺針の挿入位置と挿入方向が限定されるように穿刺針挿入
孔等を配置する必要がある。
【００３５】
　次に、表示部７で表示される超音波画像について説明する。図４～図７は超音波画像３
１を示す概念図である。図４に示すように、表示部７には、超音波画像３１がリアルタイ
ムで表示される。超音波画像３１は、超音波探触子１３によって受信された反射波信号を
超音波送受信部９によって処理し、処理信号に基づいて超音波画像構成部１１によって構
成される。なお、超音波画像３１の周囲には、各種条件設定等を行うためのスイッチおよ
び条件等が表示され、画面上で各種設定や条件確認を行うことができる。
【００３６】
　本発明における超音波診断装置１によれば、通常の超音波診断装置による操作ボタンに
加え、補助画像の表示切り替えボタンが設けられる。たとえば、図４においては、探触子
表示ボタン３３、グリッド表示ボタン３５、穿刺針表示ボタン３７が超音波画像３１の側
方に表示され、マウス等の操作によって切り替えを行うことができる。
【００３７】
　探触子表示ボタン３３をクリックすると、図５に示すように、超音波画像３１上方に探
触子画像３９が表示される。探触子画像３９は、超音波探触子１３の下方の一部（音響放
射面１４近傍の一部）であり、超音波探触子１３に設けられるセンターマーク１９、目盛
２１等も含まれる。
【００３８】
　探触子画像３９は、使用される超音波探触子の対応する端部の画像があらかじめ作成さ
れ、記憶部に保存されている。探触子表示ボタン３３をクリックすると、制御部５によっ
て当該探触子画像が呼び出され、超音波画像３１の大きさに合わせた大きさで（超音波画
像３１の幅に超音波探触子の配列振動子の設置幅を一致させるように）、超音波画像３１
の上方位置に合成して表示される。
【００３９】
　すなわち、探触子画像３９を表示することで、あたかも探触子画像３９と超音波画像３
１との界面が、実際の体表面に対応しているかのように超音波画像を見ることができる。
このため、超音波画像３１と実際の超音波探触子１３の位置（特にセンターマーク１９位
置）の相関が明確となり、視認性に優れる。
【００４０】
　なお、複数の超音波探触子を使用する場合には、使用する超音波探触子毎にあらかじめ
探触子画像を作成しておき、超音波探触子を交換するたびに、いずれかの探触子画像を用
いるか選択可能としても良い。
【００４１】
　次に、グリッド表示ボタン３５をクリックすると、超音波画像３１上にグリッド線が表
示される。グリッド線の間隔は、例えば超音波探触子における目盛２１の間隔に合わせて
もよい。この場合、例えば、グリッド線間隔を被検体における実際の寸法で１０ｍｍ毎に
すればよい。
【００４２】
　なお、グリッド線は、図６に示すように、水平方向および鉛直方向両方に交差するよう
に表示されてもよく、または、例えば鉛直方向のみであってもよい。また、各グリッド線
の端部に、スケール（寸法値）を表示してもよい。たとえば、センターマーク位置に該当
する中央の鉛直グリッド線を０として、両側の各グリッド線に、実際の被検体における、
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中央位置からの各寸法値を表示させてもよい。
【００４３】
　さらに、水平方向のグリッド線についても同様に、最上部（体表面に該当）を０とし、
下方に向かうにつれて、実際の被検体における深度方向の寸法値を表示させてもよい。ま
た、グリッド線間隔は、任意に変更可能としてもよい。
【００４４】
　グリッド線を表示することで、例えば超音波探触子１３の長手方向の中央位置（センタ
ーマーク１９位置）に該当する鉛直線が超音波画像に表示されるため、超音波画像におい
て中央位置が確実に確認でき、また、各部の位置や大きさを正確に知ることができる。
【００４５】
　次に、穿刺針表示ボタン３７をクリックすると、超音波画像３１上に穿刺針挿入方向４
３を示す線が表示される。穿刺針の挿入方向は、あらかじめ、穿刺針挿入治具（固定部２
９、保持部２５等）の穿刺針のガイドとなる形状（超音波探触子に対する角度および穿刺
位置）を入力することで、穿刺針の挿入（予定）方向線が算出され、記憶部に保存される
。穿刺針表示ボタン３７をクリックすると、制御部５によって当該穿刺針挿入方向線が呼
び出され、超音波画像３１の大きさおよび位置に合わせて、超音波画像３１上に合成して
表示される。
【００４６】
　穿刺針挿入方向４３とセンターマーク位置（例えば鉛直方向中央のグリッド線）との交
点には、ターゲット位置４５を表示してもよい。ターゲット位置４５は、穿刺針によって
治療等が行われる目標患部位置である。
【００４７】
　穿刺針挿入方向４３線を表示することで、穿刺針挿入前の状態でも穿刺針の挿入経路が
超音波画像上で確認でき、ターゲット位置４５が超音波画像上で明確となるため、正確に
穿刺を行うことができる。
【００４８】
　以上説明したように、本発明の実施形態にかかる超音波診断装置１によれば、超音波探
触子１３の長手方向中央位置にセンターマーク１９が設けられるため、被検体に超音波探
触子１３を当てた際に、超音波探触子１３の中央位置を容易に知ることができる。このた
め、被検体へのマーキング等を容易かつ正確に行うことができる。また、センターマーク
が凹凸形状であれば、位場所でも容易に中央位置を把握することができる。
【００４９】
　また、超音波探触子１３に目盛２１を設けるため、被検体に超音波探触子１３を当てた
際に、中央からの位置を容易に把握することができる。
【００５０】
　また、超音波画像３１上に補助画像としての探触子画像３９を表示可能であるため、超
音波画像３１における患部の大きさや位置が視覚的に把握できるとともに、超音波探触子
１３に設けられたセンターマーク１９位置と超音波画像３１における患部などの位置との
相対位置が明確となる。このため、穿刺術を行う場合などにおいて、より正確な穿刺を行
うことができる。
【００５１】
　また、超音波画像３１にグリッド線４１を合成できるため、超音波画像３１における患
部等の位置や大きさを容易に把握することができる。特に、グリッド線４１間隔が超音波
探触子の目盛と対応していれば、より確実に超音波探触子１３における位置と超音波画像
３１における患部などの位置との相関が明確となる。
【００５２】
　さらに実際の被検体における寸法値を各グリッド線４１に表示させれば、超音波画像３
１において、患部等の位置や大きさを定量的に、より正確に知ることができる。また、グ
リッド線４１が水平方向および鉛直方向の両方が表示されていれば、水平位置のみでなく
、鉛直方向位置（被検体深さ方向位置）を知ることができる。
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【００５３】
　また、穿刺針挿入方向４３を超音波画像３１上に表示することができるため、穿刺を行
う前に、穿刺針の挿入経路等を超音波画像３１上で確認することができる。さらに、ター
ゲット位置４５を表示すれば、より正確に穿刺位置を知ることができる。
【００５４】
　以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲
は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された
技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００５５】
　例えば、補助画像である探触子画像、グリッド線、穿刺針挿入方向などの表示は、それ
ぞれ独立に表示・非表示を選択することもできる。また、これらの表示切り替えは、表示
部７上で行う必要はなく、別途切り替えスイッチ等を設けてもよい。
【００５６】
　また、センターマーク１９は、超音波探触子１３の片面のみであってもよく、または両
面設けてもよい。また、センターマーク１９を片面に設けるか、または両面のセンターマ
ーク形状を変更すれば、超音波探触子１３の方向が確認できるため、インデックスマーク
１７をなくすこともできる。
【００５７】
　また、実施例においては、音響放射面１４がフラットな場合について述べたが、コンベ
ックス型であってもよい。この場合、例えば、図８に示すように、図４～図７と同様に、
探触子画像３９やグリッド線４１等を合成すればよい。なお、グリッド線４１は、超音波
探触子の形状に合わせて、図８に示すように、放射状に設けてもよく、または、水平およ
び垂直な方向に直線で表示してもよい。このような場合でも、それぞれの補助画像の表示
切り替えを独立して行うことができ、グリッド線には数値表示を行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】超音波診断装置１を示すブロック図。
【図２】超音波探触子１３を示す斜視図。
【図３】超音波探触子１３の使用状態を示す図で、穿刺針２７を挿入するための固定部２
９および保持部２５を設けた状態を示す図。
【図４】超音波画像３１を示す図。
【図５】探触子画像３９が合成された超音波画像３１を示す図。
【図６】グリッド線４１が合成された超音波画像３１を示す図。
【図７】穿刺針挿入方向４３が合成された超音波画像３１を示す図。
【図８】コンベックス型の超音波探触子を用いた場合の超音波画像４７を示す図。
【符号の説明】
【００５９】
１………超音波診断装置
１３………超音波探触子
１４………音響放射面
１５………ケーブル
１６………被検体
１７………インデックスマーク
１９………センターマーク
２１………目盛
２３………体表面
２５………保持部
２７………穿刺針
２９………固定部
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３１………超音波画像
３３………探触子表示ボタン
３５………グリッド表示ボタン
３７………穿刺針表示ボタン
３９………探触子画像
４１………グリッド線
４３………穿刺針挿入方向
４５………ターゲット位置
４７………超音波画像

【図１】 【図２】
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